
開進第三小学校における臨時休業期間中の児童の居場所の提供について 

  

１ 対象者について 

  保護者の仕事の都合や病気・介護などの真にやむを得ない事情で、自宅等で過ごす 

ことが困難な、開進第三小学校に在籍する第１～６学年児童 

   ※ 第１学年については、原則保護者の送迎が必要となります。 

 

２ 期間および時間について 

  ４月 16日（木）～５月１日（金）午前９時から 12時まで 

   ※ 早退する場合は、連絡帳にてご連絡ください。 

   ※ 土日祝日を除きます。 

 

３ 場所について 

  体育館１階 マルチパーパス、図書室 

   

４ 参加申込について 

（１）練馬区および学校ホームページに掲載されている「利用申込書」を印刷し、必要事

項を記入した上で、４月 14日（火）までに学校（担当者 副校長）に提出してくだ

さい。 

（２）14日以降に居場所利用が必要になった場合は、学校にご相談ください。 

 ※ 家庭での印刷ができない場合は、学校に利用申込書がありますので、職員室にお 

越しください。 

（３）集団感染が発生しかねない人数の申請があった場合や教員の勤務体制を超える申請

があった場合などには、低学年児童のみの実施とするなど、規模縮小を行うことがあ

ります。その際は、学校連絡メールにてご連絡します。 

５ その他 

（１）申込をした児童は、原則全日程参加となります。 

（２）利用する際は、健康観察票等に必要事項を記入の上、お子さまに持参させてくださ

い。 

（３）マスクを着用してください。 

（４）利用しない日は、必ず８時 30分までに学校に連絡をしてください。 

（５）お子さまに教材や文房具、上履き等を持参させてください。（学校の教職員が見守 

りを行いますが、授業を行うことはありません。） 

（６）普段学校に持ち込まない物やお弁当などの飲食物は、持参させないでください。 

（７）自転車で学校に来ることはできません。行き帰りの安全管理は、保護者の責任に 

おいて行っていただきますようお願いいたします。 

（８）利用中にお子さまが体調を崩した場合は、引き取りを依頼します。予めご了承くだ

さい。 

 


